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Ⅱ．紛争の予防  

 

  コメント 

大目標 紛争の予防・管理・解決の全てのプロセスと意思決定において、女性の参加と指導的役割を促進

すると同時に、ジェンダーの視点を導入し強化する。 

 

意義と

狙い 

武力紛争及び緊張の高まりが男女に与える異なる影響を認識し、ジェンダー視点から紛争の予

防・管理・解決を支援する。 

紛争の予防・管理・解決において女性が果たす役割を認識し、女性の平等な参加と指導的役割を

促進する。 

国家間の緊張を緩和し、友好関係を構築して、武力によらない紛争解決を促進することを目的と

した女性の活動を促進する。 

武力紛争及び緊張の高まりにより難民･国内避難民化した者や、女性･女児を中心とした脆弱性の

高い多様な受益者（特に民族的･宗教的･言語的少数者、障害者、保護者のいない子ども、女性世

帯主世帯、LGBTなど。以下「女性・女児等」という。）が紛争予防･管理･解決の全てのプロセス

と意思決定から疎外されず、参加できるような包摂的(inclusive)な支援を促進する。 

 

目標１ 紛争予防において女性の参加を促進して、早期警戒・早期対応メカニズムにジェンダー視点を導

入する。 

「早期警戒・早期対応メカニズム」

の説明例： 

早期警戒・早期対応とは、紛争を未

然に防止するために重要なメカニズ

ムのこと。具体的には、体系的かつ

継続的に紛争の予兆を収集・検証・

分析し、紛争予防の措置をとるため

に必要な情報を主要な意思決定者に

提供したうえで適切な行動を促す仕

組み。 

 具体

策1 

ジェンダーに配

慮した統計や分

析手法を紛争分

析に導入。 

〈指標1〉各国・地域の情勢分析へのジェンダー分析の導

入状況（我が国が行う情勢分析へのジェンダー視点の導

入 ） 

〈指標２〉紛争国・紛争経験国での ODA 事業におけるジ

外務省 

JICA 
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ェンダー分析の導入状況。 

 具体

策２ 

紛争の予兆に関

す る 情 報 の 収

集・検証・分析に

おいて，ジェンダ

ーに配慮をする 

〈指標１〉紛争の予兆に関する情報の収集・検証・分析

におけるジェンダーへの配慮状況 

（指標２）紛争の予兆に関する情報の収集・検証・分析

における女性の参加状況。 

外務省 

JICA 

・この表現では、「早期警戒」のみし

かカバーできなくなり、紛争の予兆

をとらえていながら、紛争を未然に

防ぐ行動や措置はとらない、という

ことになる。したがって、紛争の芽

を摘む、ことにはならない。加えて、

倫理的な問題も生じる。 

 

・実施主体に、内閣府ＰＫＯ事務局、

防衛省を入れる（PKO派遣における連

絡調整員が行う情報収集にジェンダ

ー視点を入れることは組織全体の意

識改革につながるので） 

 具体

策３ 

早期警戒・早期対

応メカニズムへ

の女性の参加。 

〈指標１〉、早期警戒・早期対応メカニズムの構築・運営

への女性の参加状況。 

外務省 

JICA 

 

 具体

策４ 

信頼醸成活動へ

の女性の参加。 

〈指標１〉、女性が参加する信頼醸成を目的とする事業の

実施状況（文化・学術・スポーツ交流、植林・環境保護

等）。 

外務省 

JICA 

 

目標２ 紛争の影響下にある社会での紛争管理において，女性の参加を促進して、女性が指導的役割を担

えるようにする。 

 

 具体

策１ 

紛争の影響下に

ある社会におけ

るGBV等のリスク

分析とリスク軽

減措置。 

〈指標１〉ODA事業のうち、紛争国・紛争経験国における

GBV 等の予防を目的とする事業の実施状況と女性の参加

状況。 

〈指標２〉特に脆弱な状況にある難民･国内避難民向けの

GBV等の予防を含む実施状況と女性の参加状況。 

外務省 

JICA 

 

 具体 紛争とその影響 〈指標１〉当該活動における女性の指導的役割の実現に 外務省 上（元の具体策２）を削除するなら、



3 
 

策２ を拡大させない

ための草の根レ

ベルの活動に女

性が参加し、指導

的役割を担う。 

向けた支援の実施状況。 JICA 「紛争とその影響を拡大させないた

めの草の根レベルの活動」に「紛争

の扇動行為の監視」も含まれること

をわかるように例示する 

目標３ 紛争解決における女性の参加を促進して、女性が指導的役割を担えるよう支援し、和平プロセス

にジェンダー視点を反映させる。 

 

 具体

策１ 

日本が関わる和

平交渉のプロセ

スや意思決定に、

公式・非公式を問

わず、女性が参加

して、指導的役割

を担う。 

〈指標１〉日本が関わる和平交渉のプロセスへの女性の

参加状況。 

〈指標２〉上記のうち女性が指導的役割を果たした事例。 

〈指標３〉帰還する難民･国内避難民，（特に女性・女児）

のニーズの、交渉への反映状況 

外務省  

 具体

策２ 

GBV 等への対応・

予防を含め、日本

が関わる和平プ

ロセスにジェン

ダー視点を反映。 

〈指標１〉日本が関わる和平プロセスへのジェンダー視

点の反映状況。 

〈指標２〉上記のうちGBV等への対応・予防の考慮状況。 

外務省  

 具体

策３ 

高度な紛争解決

スキル（交渉・調

停・仲介）を持っ

た女性の育成。 

〈指標１〉国内の教育機関等における紛争解決スキル向

上に資する研修への女性の参加状況。 

 

外務省、 

JICA 

 

指標2削除の理由を聞きたい 

 具体

策４ 

紛争解決に女性

が貢献した事例

の調査・研究を通

じた教訓や成功

要因の抽出。 

〈指標１〉紛争解決と女性に関する事例調査・研究の実

施。 

外務省 

JICA 
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目標４ ジェンダー視点を取り入れた紛争再発予防の取組を支援する。  

 具体

策１ 

ジェンダー主流

化とジェンダー

視点を取り入れ

た警察改革を支

援（女性の参画の

確保とジェンダ

ー分析、ニーズ対

応等を含む）。 

〈指標１〉海外治安機関対するジェンダー教養の実施状

況。 

〈指標２〉研修など女性警察官への支援状況。 

〈指標３ジェンダー研修，GBV への対応に関する研修等

（ジェンダー特別ユニットの設置等を含む。）への支援状

況。ジェンダー研修，GBV等への対応に関する研修等への

支援状況。 

外務省 

警察庁 

JICA 

「ジェンダー教養」とは？「ジェン

ダー教育」に統一すべき。 

 具体

策２ 

ジェンダー視点

を取り入れ、ジェ

ンダー主流化を

促進する効果の

ある司法部門の

能力強化を支援。 

〈指標１〉現地の司法機関による1325の趣旨に沿った指

針（ガイドライン）や計画作成への支援状況。 

〈指標２〉女性法曹への支援状況。 

〈指標３〉ジェンダー平等を促進する効果のある法制度

整備の支援状況。 

外務省 

法務省 

JICA 

 

 具体

策３ 

ジェンダー視点

とジェンダー主

流化を取り入れ

たコミュニティ

の再建（リハビリ

テーション）支

援。 

〈指標１〉コミュニティ開発事業（再健）におけるジェ

ンダー配慮状況 

 

外務省 

JICA 

指標１を削除する理由は何か？現地

女性、あるいは支援側の女性のどち

らの参加に問題があるのか、 

 具体

策４ 

ジェンダー視点

を取り入れた小

型武器管理支援。 

〈指標１〉小型武器問題への対応におけるジェンダー配

慮状況。 

外務省  

 具体

策５ 

ジェンダー視点

を取り入れた人

身取引対策（被害

者保護、加害者の

（指標２）ジェンダー視点を取り入れた人身取引対策（法

制度整備，治安・法執行機関への研修等）への支援状況。 
〈指標３〉我が国の支援に関係する機関における女性の

被害者保護担当官の採用状況。 

外務省 

JICA 

〈指標1〉は以下のようにしては： 

「ジェンダー配慮を盛り込んだ関連

指針の作成を含む支援状況」 
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訴追、防止）支援。 〈指標４〉治安・法執行機関部門（軍隊、警察、裁判所

等）を対象とする人身取引被害者対策の研修への支援状

況 

 具体

策６ 

ジェンダー分析

や 安 保 理 決 議

1325 実施の視点

を取り入れた和

解に向けた社会

変革の過程にお

ける支援。 

〈指標１〉政府や地方の機関による和解プロセスにおけ

る安保理決議1325実施のためのジェンダー指針（ガイド

ライン）や計画作成への支援状況。 

〈指標２〉我が国の支援が関係する和解プロセスへの女

性専門家の参加状況。 

外務省 

JICA 

 

 具体

策７ 

ジェンダー視点

を取り入れた平

和教育、「紛争下

の性暴力防止の

ための教育，」「ジ

ェンダー差別や

性暴力を防止す

るための教育」を

支援 

（指標１）日本が支援する平和教育活動にジェンダー視

点が取り入れられている事例の有無（支援例がある場合

は，支援に関係する関係省庁における安保理決議1325実

施のための指針の有無を含む） 

（指標２）日本の支援により作成された、平和教育カリ

キュラムのジェンダー視点の配慮の状況。 

外務省 

JICA、 

 

 

目標５ 平和維持活動や平和支援活動、平和構築活動への女性の参加を促進し、女性が指導的役割を担え

るよう支援して、PKO要員等の平和支援活動要員による性的搾取・虐待（SEA）やGBV等の予防・

対応能力を強化する。 

 

 具体

策１ 

PKO 要員等による

SEA の予防・対応

を強化。 

（指標１〉ＰＫＯ要員派遣前研修の実施状況。 

（指標２〉ＰＫＯ要員派遣前研修以外の自衛隊の教育課

程における関連教育の実施状況）。 

（指標３）警察官や文民専門家への関連教育の実施状況。 

内 閣 府

PKO 本部

事務局 

防衛省 

外務省 

警察庁 

 

防衛省の追加コメント（ハイライト

部分削除）について：幹部の安保理

決議1325とジェンダー研修は国際基

準にしたがって（国連組織、ＰＫＯ、

ＮＡＴＯ、ＥＵ等）必修にしてほし

い。 
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 具体

策２ 

PKO 要員等による

GBV 等の予防・対

応を強化。 

〈指標１〉PKO要員派遣前研修の実施状況）。 

〈指標２〉警察官や文民専門家への関連教育の実施状況。 

〈指標３〉GBV等の予防・対応能力強化のための各種団体

間の情報交換会等への支援状況。 

内 閣 府

PKO 本部

事務局 

防衛省 

外務省 

警察庁 

 

 

目標６ 国家間の緊張を緩和し、友好関係を構築して、武力によらない紛争解決を促進する。また，その

目的のための国内における女性，市民社会の活動を促進する。 

 

 具体

策１ 

緊張緩和と紛争

予防に向けた女

性の平和のため

の交流、研究活動

等への支援。 

〈指標１〉国家間の緊張緩和、友好関係の構築、武力に

よらない紛争解決等を目的とした女性を主体とする民間

活動への支援状況。 

外務省 

JICA 

 

 具体

策２ 

1325 実施に向け

た国際協力の促

進。 

〈指標１〉当該国際協力の状況。  外務省  

 具体

策３ 

国内において，平

和教育を促進。 

（指標１）平和教育に関する施策の実施状況 

〈指標２〉平和教育のための民間活動への支援状況。 

文科省 

 

ジェンダーと平和構築との関連が削

除され、ジェンダー視点のない平和

教育とされているのは受け入れがた

い。 

指標1・２→「紛争下の性暴力防止を

含む、ジェンダー視点からの平和教

育促進」 

指標３→「上記目的の民間活動の推

進」に変更すべき。 

 

 具体

策４ 

性、民族、人種等

に基づく差別や

〈指標１〉本施策を含む行動計画の趣旨目的の周知の状

況 

外務省 

文科省 
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暴力を正当化し、

煽るような言論

の不支持。 

〈指標２〉性，民族，人種等に基づく差別や暴力の根絶

に向けた教育・啓発の取組状況。 

法務省 

 

 


